
令和８年度 北茨城市「地域おこし協力隊員」募集要項 

 

１ 目的 

 「誰もが住みたい安らぎと活力にあふれるまち 北茨城」を実現するために、地域の活性化に

資する意欲溢れる“人財”を地域おこし協力隊として募集する。 

 

２ 求めている“人財” 

 ・広い視野と柔軟な思考力のある方 

 ・何事にも前向きで、協調性のある方 

 ・相手の立場を考え、発言や行動ができる方 

 ・公益性のある取組ができる方 

 ・移住検討者に対する当市の情報発信や移住相談、現地案内などの活動により、当市が進める

「移住支援」の中心を担える方 

 ・対面で人と話すのが好きで、面倒見のいい方 

 ・協力隊としての活動終了後も北茨城市に定住し、就業・起業しようとする意欲がある方 

 

３ 活動概要 

 （１）移住相談窓口対応・移住後のフォローアップ（3日以上／週） 

（２）移住促進施策の立案・管理・運営に関すること。 

 （３）北茨城市への移住支援となる情報発信（SNSでイベントやお知らせ：随時、移住支援ポー

タルサイトで市の制度紹介１回以上／2週間、移住者取材１回以上／2か月） 

（４）北茨城市が参加する移住フェアやイベントへの協力 

（５）北茨城市が行う移住関連施策への協力（市からの要請時） 

（６）北茨城市が行う学校教育事業及び生涯学習事業等への協力（市からの要請時） 

※（ ）内は最低限、活動していただきます。 

４ 募集対象 

「２ 求めている“人財“」に合致し、次の各号のいずれにも該当する方 

（１）３大都市圏をはじめとする都市地域等（※）に現に住所を有する者であって、委嘱の後に

おいて、速やかに本市に住民票を異動できる者であること。 

（２）心身が健康で、かつ、協力隊の活動に意欲と情熱を持って参加できると認められる者であ

ること。 

（３）土日及び祝日の行事参加など、不規則な勤務に対応できること。 

（４）普通自動車運転免許を有していること。 

（５）パソコン等を用いた情報発信に必要な、動画・写真等の撮影・編集ができること。 

※ 都市地域等とは、３大都市圏（埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、岐阜県、愛知県、三重県、京都府、大

阪府、兵庫県、奈良県の区域の全部。ただし平成 17 年から平成 27 年の人口減少率が 11％以上である市町村



を除く。）と政令指定都市のうち、条件不利地域（過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法、山村振

興法、離島振興法、半島振興法、奄美群島振興開発特別措置法、小笠原諸島振興開発特別措置法、及び沖縄振

興特別措置法の規定により指定された地域）外の地域をいう。ただし、「地域おこし協力隊員」であった方（同

一地域における活動２年以上、かつ解嘱１年以内）、JET プログラム終了した方（２年以上 JET 参加者として

活動し、かつ JET プログラム終了から１年以内）、また、海外に在留し市町村が備える住民基本台帳に登録さ

れていない方も対象とします。詳細は、お問い合わせください。 

 

５ 募集人数 

 ・移住支援コーディネーター枠 １名 

 

６ 主な活動場所 

・北茨城市役所企画政策課内（北茨城市磯原町磯原 1630） 

 

７ 委嘱期間等 

北茨城市地域おこし協力隊設置要綱に基づき委嘱します（北茨城市との雇用関係はありません）。 

 

隊員の委嘱期間は、１年以内とします。 

ただし、最初の委嘱の日から３年を超えない範囲においては、再委嘱できるものとします。 

 

委嘱年月日は、令和 8年１０月１日を予定していますが、別途協議の上で決定します。 

 

８ 活動日数・時間の目安 

１日７時間４５分、月２０日の活動時間を目安とします。 

（ただし、活動内容によっては活動時間等を調整する場合があります） 

 

９ 待遇・福利厚生 

①報償費 月額 266,000円を支給します。 

 

②活動経費（上限 100万円）※以下、令和 8年 10月 1日～令和 9年 3月 31日分を記載 

・住居借上費（敷金・礼金・共益費・駐車場代等込）上限 20万円 

・活動用車両借上料 上限 9万円 ※既に自家用車を所有する場合の取扱いは、別途協議 

・保険料（傷害・建物・自動車等） 上限 9万円 

・活動補助金（移住促進施策の立案・管理・運営に要する経費、研修・報告会費用等）上限 56万円 

・その他（市が認めた経費・上記の補填可）上限 6万円  

※ 活動経費（上限 100万円）の内訳は、移住促進施策の実績・見込により変動する場合がござ

います。 

※ 活動経費は分割での支払いとなります。詳細は委嘱後、要相談 

 

③その他 

・本業務に支障がない範囲で副業可 



・住居、車両及び保険料等は隊員個人の契約になります。 

 

④隊員が負担するもの 

・北茨城市までの交通費（面接時含む） 

・住居借上費（活動経費で措置する部分以外）及び光熱水費、電話等通信費 

・活動期間中の国民健康保険料及び年金保険料などの費用 

・活動用車両借上費（活動経費で措置する部分以外） 

・保険料（傷害・建物・自動車等）（活動経費で措置する部分以外） 

・活動期間中の生活費及び生活に必要なもの 

・その他業務に直接関係のない諸経費 

 

１０ 申込受付期間 

 令和８年６月１９日（金）から７月１７日（金）まで郵送で受け付けます。（当日消印有効） 

 

① 提出書類（※提出された書類は、返却しません） 

ア）北茨城市地域おこし協力隊員応募用紙 

北茨城市ホームページからダウンロードしてください。 

イ）住民票抄本（個人） 

※都市地域等居住の確認用とします。 

ウ）運転免許証の写し 

 

② 申込先 

〒319-1592 

茨城県北茨城市磯原町磯原 1630番地 

北茨城市市長公室企画政策課 地域おこし協力隊担当宛 

 

③ その他 

募集に関する質問は、電話又は電子メールにて行ってください。 

TEL： 0293-43-1111（内線 233） 

E-mail： kikaku@city.kitaibaraki.lg.jp 

 

１１ 選考方法 

・ 第一次選考（書類選考）と第二次選考（Web面接）、第三次選考（面接）により行います。  

・ 第一次選考の結果は、応募者全員に通知します（７月２４日（金）までを予定）。  

第一次選考合格者には、併せて第二次選考の案内（日時等）を送付します。  

 ・ 第二次選考の結果は、第二次選考受験者全員に通知します（８月７日（金）までを予定）。  

第二次選考合格者には、併せて第三次選考の案内（場所・時間）を送付します。  

なお、第三次選考は、北茨城市役所で開催します（８月２２日（土）を予定）。  
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・ 第三次選考の結果は、第三次選考受験者全員に通知します。  

※ なお、応募状況によっては、第二次選考を開催しない場合がございますので、あらかじめご

了承ください。  

 


